
 第９０号議案 

 

長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する 

条例の一部改正について           

 

 

 長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２９年長岡京市条

例第２号）の一部を別紙のとおり改正するものとする。 

 

 令和６年１２月２０日提出 

 

 

長岡京市長 中小路 健 吾 

 

 

（提案理由） 

  国の人事院勧告に準じた職員給与の変更を行うため、条例の一部を改正す

る必要があるので提案する。 

 



 

長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

（長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正） 

第１条 長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成２９年長岡京市条例第

２号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与条例の適用除外

等） 

（特定任期付職員の給与条例の適用除外

等） 

第７条 【略】 第７条 【略】 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１

５条の３、第１５条の４第２項並びに第

１５条の８第１項及び第２項の規定の適

用については、給与条例第１５条の３中

「職員」とあるのは「職員及び長岡京市

一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成２９年長岡京市条例第２号）第

２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第１５条の

４第２項中「１００分の１２２．５」と

あるのは「１００分の１７０」と、「１

００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の１７５」と、給与条例第１５条の

８第１項及び第２項中「規則で定める職

員」とあるのは「規則で定める職員及び

長岡京市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」とする。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１

５条の３、第１５条の４第２項並びに第

１５条の８第１項及び第２項の規定の適

用については、給与条例第１５条の３中

「職員」とあるのは「職員及び長岡京市

一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成２９年長岡京市条例第２号）第

２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第１５条の

４第２項中「１００分の１２０」とある

のは「１００分の１７０」と、給与条例

第１５条の８第１項及び第２項中「規則

で定める職員」とあるのは「規則で定め

る職員及び長岡京市一般職の任期付職員

の採用等に関する条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員」

とする。 

 別表を次のように改める。 

別表（第６条関係） 

特定任期付職員給料表 

号給 給料月額 

１ ３９２，０００円 

２ ４４０，０００円 

３ ４９２，０００円 

４ ５５５，０００円 



 

５ ６３４，０００円 

６ ７４０，０００円 

第２条 長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（特定任期付職員の給与に関する特例） 

第６条 第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）には、別表の特定任

期付職員給料表を適用する。 

２・３ 【略】 

【削る】 

 

 

 

 

 

４ 第２項の規定による号給の決定及び前

項の規定による給料月額の決定は、予算

の範囲内で行わなければならない。 

 

 

（特定任期付職員の給与条例の適用除外

等） 

（特定任期付職員の給与に関する特例） 

第６条 第２条第１項の規定により任期を

定めて採用された職員（以下「特定任期

付職員」という。）には、別表の特定任

期付職員給料表を適用する。 

２・３ 【略】 

４ 任命権者は、特定任期付職員のうち、

特に顕著な業績を挙げたと認められる職

員には、規則で定めるところにより、そ

の給料月額に相当する額を特定任期付職

員業績手当として支給することができ

る。 

５ 第２項の規定による号給の決定、第３

項の規定による給料月額の決定及び前項

の規定による特定任期付職員業績手当の

支給は、予算の範囲内で行わなければな

らない。 

（特定任期付職員の給与条例の適用除外

等） 

第７条 長岡京市職員給与に関する条例

（昭和２６年長岡京市条例第１１号。以

下「給与条例」という。）第３条から第

４条まで、第７条から第９条まで及び第

９条の３の規定は、特定任期付職員には、

適用しない。 

第７条 長岡京市職員給与に関する条例

（昭和２６年長岡京市条例第１１号。以

下「給与条例」という。）第３条から第

４条まで、第７条から第９条まで、第９

条の３及び第１５条の７の規定は、特定

任期付職員には、適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１

５条の３、第１５条の４第２項、第１５

条の７第２項並びに第１５条の８第１項

及び第２項の規定の適用については、給

与条例第１５条の３中「職員」とあるの 

は「職員及び長岡京市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例（平成２９年長

岡京市条例第２号）第２条第１項の規定

により任期を定めて採用された職員」と、

２ 特定任期付職員に対する給与条例第１

５条の３、第１５条の４第２項並びに第

１５条の８第１項及び第２項の規定の適

用については、給与条例第１５条の３中

「職員」とあるのは「職員及び長岡京市 

一般職の任期付職員の採用等に関する条

例（平成２９年長岡京市条例第２号）第

２条第１項の規定により任期を定めて採

用された職員」と、給与条例第１５条の



 

改正後 改正前 

給与条例第１５条の４第２項中「１００

分の１２５」とあるのは「１００分の９

５」と、給与条例第１５条の７第２項中

「１００分の１０５」とあるのは「１０

０分の８７．５」と、給与条例第１５条

の８第１項及び第２項中「規則で定める

職員」とあるのは「規則で定める職員及

び長岡京市一般職の任期付職員の採用等

に関する条例第２条第１項の規定により

任期を定めて採用された職員」とする。 

４第２項中「１００分の１２２．５」と

あるのは「１００分の１７０」と、「１

００分の１２７．５」とあるのは「１０

０分の１７５」と、給与条例第１５条の

８第１項及び第２項中「規則で定める職

員」とあるのは「規則で定める職員及び

長岡京市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例第２条第１項の規定により任

期を定めて採用された職員」とする。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和７年４月１日か

ら施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の長岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以

下「改正後の任期付職員条例」という。）の規定は、令和６年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の長

岡京市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、

改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。 


